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※新型コロナウイルス感染症の感染防止対策のため、掲載している行事等を中止または内容変更 

することがあります。 

 

 

 

 

２月２７日（日）に開催を予定しておりました「第３６回湧別原野クロスカントリースキー大

会」は、新型コロナウイルス感染症が拡大していることから、選手および大会関係者等の安全・

安心を最優先に考え、今大会を中止することとしました。 

大会への参加申し込みをされた皆さまには誠に残念なお知らせとなりますが、ご理解いただき

ますようよろしくお願いいたします。 

また、町民の皆さまをはじめ、多くのボランティアの方々や団体、関係機関の皆さまにおかれ

ましては、今後も本大会の運営にご理解とご協力いただきますようお願いいたします。 

 

 

 

 湧別町公式インスタグラム yubetsu_town 

「フォロー」と「いいね！」をお願いします 

令和４年１月２５日発行 
湧別町役場上湧別庁舎 ２－２１１１ ・ 湧別庁舎 ５－２２１１ 

Ｎo.296 

 
町営住宅等 入居者募集           10 
放課後児童クラブ登録児童 募集       11 
Ｊアラート全国一斉情報伝達訓練      12 
献血にご協力を 
公共施設等総合管理計画(改定案) 意見募集  13 
公共施設の指定管理者 
２月の健康運動教室・運動指導       14 
バランス丼料理教室            15 
北見年金事務所出張相談所 
歯科健診・フッ素塗布           16 
クロスステッチ講座 
２月子育て支援センター予定表       17 
新型コロナワクチン追加接種（３回目）   18 

〈目次〉 
湧別原野ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰｽｷｰ大会 中止       １ 
子育て世帯への臨時特別給付        ２ 
子育て応援商品券 
中小企業等支援事業月次給付金 対象拡大   ３ 
牛乳贈答券 
確定申告・住民税申告・還付申告      ４ 
医療費のお知らせが確定申告に使えます   ５ 
マイナンバーカードを作ってみませんか   ６ 
猟銃所持許可初心者講習会 
２月の当番病院 
予防接種・検診・不妊治療の費用助成    ７ 
湧別町奨学金               ８ 
介護に関心がある方のための入門的研修   ９ 

担当課表記 ○上 ＝役場上湧別庁舎（上湧別屯田市街地） ○湧 ＝役場湧別庁舎（栄町） Ｇ＝グループ 

第３６回湧別原野クロスカントリースキー大会を中止します 
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 新型コロナウイルス感染症の影響を受けている子育て世帯を支援するため、「令和３年度子育 

て世帯等臨時特別支援事業」として、「令和３年１２月から支給を開始している先行給付金（以下、 

先行給付金といいます）」に加えて、追加給付金として対象児童一人あたり５万円を給付します。 

 

【対 象 者】下記①～③のいずれかに当てはまる方（先行給付金の要件と同じです）。 

①令和３年９月分の児童手当（特例給付を除く）受給者 

②高校生（平成１５年４月２日～平成１８年４月１日生まれの子）を養育する方で、 

所得が児童手当（特例給付を除く）の支給対象と同等以下の方 

③令和４年３月３１日までに生まれた児童手当（特例給付を除く）の支給対象児童 

を養育する方 
 

【申請方法】◆公務員の方・高校生のみを養育している方 

  １月１４日までに先行給付金の申請を終えている方は、申請は不要です。 

それ以外の方は申請が必要ですので、忘れずに手続きをお願いいたします。 
 

 ◆上記以外の方（公務員を除く児童手当受給者） 

  受給の申請は不要ですが、受給を拒否される方や先行給付金の受取口座を解約し 

た方は、手続きが必要ですので、○湧 健康こども課へご連絡ください。 
 

【申 請 先】○湧 健康こども課、○上 住民税務課、中湧別出張所、芭露出張所へ提出するか、下記 

まで郵送してください。 

送付先：〒０９９－６４０４ 湧別町栄町１１２番地の１ 

    湧別町役場 健康こども課 
 

【申請期限】３月３１日（木） 
 

【給付時期】先行給付金（５万円）は、順次振り込みを行っています。追加給付金（５万円、または 

先行給付金と合わせて１０万円）は、１月３１日（月）以降順次振り込みを行います。 

 
 

 

 

 

 新型コロナウイルス感染症の影響を受けている子育て世帯を支援するため、「令和３年度子育 

て世帯等臨時特別支援事業」として、０歳から高校３年生までのお子さん１人につき１万円分の

商品券を配布します。 

 

【内  容】０歳から高校３年生までのお子さん１人につき１万円分（１,０００円券×１０枚） 

の商品券 
 

【対 象 者】平成１５年４月２日以降生まれのお子さんで、令和４年１月１日現在町内に住所を 

有する方、および令和４年３月３１日までに出生・本町に転入した方。 

※所得制限はありません。 
 

【申請方法】申請は不要です。 
 

【受取方法】対象者を養育する方に対し、商品券を郵送します。 
 

【使用期間】２月１日（火）～６月３０日（木） 

子育て世帯への臨時特別給付（追加給付金）を行います 
○湧 健康こども課 児童支援Ｇ ５－３７６５ 

子育て応援商品券を配布します 
○湧 健康こども課 児童支援Ｇ ５－３７６５ 
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新型コロナウイルス感染症により売上げが大きく減少している中小企業や個人事業主の方を支

援するため、中小企業等支援事業月次給付金の対象事業者を拡大します。 

 

【対 象 者】対象月の緊急事態措置、またはまん延防止等重点措置に伴う飲食店の休業、時短営 

      業または外出自粛等の影響を受けた事業者 

【給付要件】下記の条件①～④すべてに当てはまる事業者 

①町内に住所を有し、現に事業を営んでいること 

②令和３年４月～１２月（予定）の１カ月の売上が、前々年または前年同月比で、 

５０％以上減少し対象月分の国の月次支援金を受けた事業者、または３０～  

５０％減少し北海道特別支援金を受けた事業者であること 

③町税等の滞納がないこと 

④中小企業信用保険法第２条第１項に定める中小企業者であること 

【給 付 額】国月次支援金受給者  ：１事業者 １カ月あたり最大１０万円 

      北海道特別支援金受給者：１事業者 １回あたり最大１０万円 

※各支援金の交付により、対象月の赤字額が１０万円未満となった場合は、その額 

を上限とします。 

【申請方法】各支援金の決定後、速やかに湧別町商工会へ申請してください。最終期限は３月 

１８日（金）（必着）となります。 

申請書は、○上 商工観光課、湧別町商工会に備えています。また、町ホームページ 

（https://www.town.yubetsu.lg.jp/administration/work/news.html?news=439） 

からもダウンロードできます。 

【申 請 先】湧別町商工会（文化センターＴＯＭ内） 

※湧別町商工会による事前審査を経て、町が給付します。 

 

 

 

 

 

長引く新型コロナウイルス感染症の感染拡大などの影響により、全国的に牛乳や乳製品の需要が減少して

おり、生乳がかつてない規模で大量に余り、廃棄されるおそれがあります。 

このような危機的状況から町の基幹産業である酪農を守るため、えんゆう農業協同組合・湧別町農業協同 

組合・町が協力し、町民の皆さまへ「牛乳贈答券」を配布します。牛乳を買って、飲んで、応援しましょう。 

 

【対 象 者】令和４年１月３１日現在、町内に住所を有する方 

【使用期限】使用期限はありませんが、早急に牛乳の消費を増やすため、令和４年３月末までに 

ご使用ください。 

【内 容】１人１,０００円分（２００円券５枚）のホクレン農協連合会の牛乳贈答券 

【配布方法】世帯主の方あてに、世帯全員分をまとめて「ゆうパック」で送付します。 

２月上旬から順次配達されますが、町内全戸に郵送することから届くまでに時間が 

かかりますので、ご理解いただきますようお願いいたします。 

【町内取扱店】牛乳を販売している町内全店舗で使用できます。詳しくは同封するご案内をご覧ください。 

「牛乳贈答券」で牛乳を飲んで酪農を応援しましょう 
○上 農政課 農政Ｇ ２－５６８１ 

中小企業等支援事業月次給付金の対象を拡大します 
○上 商工観光課 商工観光Ｇ ２－５８６６ 
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確定申告・住民税申告・還付申告を受け付けます。町内の日程および会場は、申告日程カレン

ダーのとおりです。曜日によって会場が違いますので、お間違えのないようご注意ください。 

 なお、お越しの際は、常にマスクを着用し、入口で手指消毒をお願いします。また、発熱やせ

きなどの症状がある方は、来場をお控えいただきますようお願いします。 

 

◆確定申告・住民税申告 

【受付期間】２月１６日（水）～３月１５日（火） ※土・日曜日・祝日を除きます 

【受付時間】午前８時３０分～午後５時１５分 ※正午～午後１時を除きます 

【会  場】曜日によって会場が違います。開設日以外の日に会場を訪れても申告できませんの 

で、ご注意ください。 

      ●上湧別会場（上湧別コミュニティセンター）：月・水・金曜日 

      ●湧別会場 （役場湧別庁舎１階会議室）  ：火・木曜日 

 

◆還付申告（公的年金を受給している方） 

新型コロナウイルス感染症拡大防止および確定申告会場の混雑緩和のため、下記の条件に当て

はまる方を対象に、所得税が還付される確定申告（還付申告）の町内会場を早期開設します。町

内会場で早期申告を希望される方は、○上 住民税務課へ電話でお申し込みください。２月１６日

（水）～３月１５日（火）に申告する方は、お申し込みは不要です。 
 

【対 象 者】公的年金受給者で、次のどちらにも当てはまる方は、還付申告対象となる可能性があります。  

      ●所得税が源泉徴収されている方 

●医療費控除や、ふるさと納税などによる寄附金控除を受ける方 

対象外 営業収入、不動産収入、分離課税の対象となる収入 がある方 

【開 設 日】２月１４日（月）、１５日（火） 

【開設時間】午前８時３０分～午後５時１５分 ※正午～午後１時を除きます 

【開設会場】上湧別会場（上湧別コミュニティセンター） 

【申込方法】２月１日（火）から９日（水）までに、ご希望の日にち・時間を○上 住民税務課へ 

電話でご連絡ください。 

※申し込み状況によっては、ご希望に添えない場合があります。 
 

《 申告日程 カレンダー 》 

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
- - - - - 湧別 上湧別 湧別 上湧別 -

6 7 8 9 10 11 12 6 7 8 9 10 11 12
- - - ― ― 祝日 - - 上湧別 湧別 上湧別 湧別 上湧別 -

13 14 15 16 17 18 19 13 14 15 16 17 18 19

-
還付申告

(予約制)

還付申告

(予約制)
上湧別 湧別 上湧別 - - 上湧別 湧別 - - - -

20 21 22 23 24 25 26 20 21 22 23 24 25 26
- 上湧別 湧別 祝日 湧別 上湧別 - - 祝日 - - - - -

27 28 27 28 29 30 31
- 上湧別 - - - - -

２月 ３月

 

確定申告・住民税申告・還付申告を受け付けます 
○上 住民税務課 税務Ｇ ２－５８６３ 
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確定申告で医療費控除を受けるために必要な「医療費控除の明細書」に、「医療費のお知らせ」 

を添付することで、医療を受けた方や病院名などの記入を省略できます。 

 

◆「医療費のお知らせ」を医療費控除に使用するには 

「医療費のお知らせ」とは、ご自身の治療にかかった医療費を確認できるようにするため送付

しているもので、国民健康保険に加入している方には２カ月に一度（偶数月）送付しています。

ただし、次のようなときは、ご注意ください。 
 

「医療費のお知らせ」に 

記載されていない医療費がある。 記載されていない受診分は、医療を受けた方や病院名などを 

明細書に記入してください。 

※１２月受診分の「医療費のお知らせ」は４月に送付されます。 
１２月受診分の医療費がある。 

領収書と「医療費のお知らせ」で、

金額が違っている。 

端数処理や医療費の助成を受けたなどで、記載されている金額が 

異なることがあります。領収書を確認して、実際の負担額を申告し

てください。 

高額療養費や生命保険会社から 

保険金を支給された。 

負担した医療費から差し引いて申告する必要があります。 

「医療費のお知らせ」には記載されませんのでご注意ください。 

 

◆１～３月に高額療養費の支給申請をされる方へ 

高額療養費の支給対象となる方に支給申請のご案内をしていますが、１１月受診分は１月、 

１２月受診分は２月に発送します。支給申請時には領収書の写しを添付していただくこととなっ

ていますが、確定申告で領収書を税務署や税理士に提出してしまい手元に無いという方が例年い

らっしゃいます。 

領収書は税務署に提出しなくてもよく、ご自身で保管することとなっていますので、事前に写

しを保管していただくか、提出してしまった場合は、返却していただく必要がありますので、ご

注意ください。 

 

 

  

「医療費のお知らせ」を確定申告（医療費控除）に使うことができます 
○上 住民税務課 税務Ｇ ２－５８６３ ○湧 健康こども課 医療Ｇ ５－３７６５ 
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 マイナンバーカードを作り、マイナンバーカードを使って申し込みをすると、マイナポイント

がもらえます。 

マイナポイントとは、電子マネーなどを利用した際に、利用額の２５％（１人最大５,０００ポ

イントまで）が付与されるポイントで、お買い物などのお支払いに利用できます。この機会にマ

イナンバーカードを作ってみませんか。 

お申し込みは、スマートフォン、パソコン（カードリーダーが必要です）、コンビニなどの端末

からできます。 

 なお、「健康保険証利用登録による７,５００ポイント付与」および「公金受取口座登録による

７,５００ポイント付与」は、後日行われる予定です。 

 

 
 

 

 

 

猟銃・空気銃を初めて所持しようとする方を対象に、銃砲刀剣類所持等取締法第５条の３の規

定に基づき、猟銃および空気銃の取り扱いに関する講習会が開催されます。 
 

【日  時】２月９日（水）午前９時３０分 

【場  所】北海道警察北見方面本部 ３階３０３号会議室（北見市青葉町６番１号） 

【申込期間】１月２８日（金）まで 

【申 込 先】●北海道警察北見方面本部 ℡０１５７－２４－０１１０ 

●遠軽警察署       ℡０１５８－４２－０１１０ 

【問い合わせ先】補助制度の詳細は、○湧 水産林務課までお問い合わせください。 

 
 

 

 

 
月 日 内科当番 外科当番 

２月 ６日（日） 
みずしま内科クリニック 

（0158-42-3214） 

遠軽共立病院 

（0158-42-5215） 

２月１１日（祝） 
遠軽厚生病院 

（0158-42-4101） 

２月１３日（日） 
はやかわクリニック 

（0158-49-2525） 

曽我病院 

（2-2001） 

２月２０日（日） 
瀧本皮膚科クリニック 

（0158-42-8048） 

遠軽共立病院 

（0158-42-5215） 

２月２３日（祝） 
遠軽厚生病院 

（0158-42-4101） 

２月２７日（日） 
みずしま内科クリニック 

（0158-42-3214） 

遠軽厚生病院 

（0158-42-4101） 

２月の当番病院のお知らせ 
○湧 健康こども課 健康相談Ｇ ５－３７６５ 

 

猟銃所持許可初心者講習会を開催します 
○湧 水産林務課 水産林務Ｇ ５－３７６３ 

～マイナポイントがもらえます（第２弾）～ 

マイナンバーカードを作ってみませんか 
○上 住民税務課 住民生活Ｇ ２－５８６３ 

検 索 マイナポイント 

令和４年１月２５日発行 No.296 



- 7 - 

 

 

 

町では、予防接種や検診、不妊治療の費用を助成しています。令和３年４月～令和４年３月に

受診・治療されたものは、３月３１日（木）までに申請が必要ですので、忘れずに申請をお願い

します。これを過ぎた場合は助成されませんので、ご注意ください。 

 また、対象者や対象となる費用など、詳細は町ホームページをご覧になるか、○湧 健康こども

課までお問い合わせください。 

 

◆予防接種 

種類 助成金額 対象外 

インフルエンザ 
１年に１～２回、1,700 円または全額 

(年齢等により異なります) 

ゆうゆう厚生クリニック、曽我病院、 

はやかわクリニック、遠軽厚生病院、 

みずしま内科クリニック、遠軽共立病院、 

丸瀬布ひらやま医院で接種した方は 

対象外（あらかじめ差し引いています） 

肺炎球菌 １回限り、3,000 円 

過去に町の助成を受けた方は対象外 流行性耳下腺炎 

(おたふくかぜ)  
１回限り、全額 

※日本脳炎ワクチンの予防接種を償還払いで接種された方も対象です。 
 

◆検診 

種類 助成金額 対象外 

人間ドック １年に１回、16,000 円を限度 町の総合健診を受診された方は対象外 

脳ドック ５年に１回、20,000 円を限度 

遠軽厚生病院、北星記念病院、桂ヶ丘

クリニック、道東の森総合病院で受診

された方、および平成 29 年 4 月以降

に町の助成を受けた方は対象外 

子宮頸がん 
２年に１回、細胞診は 4,960 円、 

超音波は 550 円を限度 
町の検診を受診された方は対象外 

乳がん 
２年に１回、１方向 4,050 円、 

２方向 5,100 円を限度 

 

◆不妊治療 

種類 助成金額 備考 

一般不妊治療 一年度につき 50,000 円を限度 
町独自の助成となります 

所得制限、回数・年齢制限はありません 

特定不妊治療 １回につき 150,000 円を限度 
道の助成に上乗せして助成されます 

所得制限、回数・年齢制限はありません 
 

【必要な書類】予防接種：接種したことを証する領収書等、振込先を確認できるもの 

      検  診：検査結果、自己負担額が分かる領収書、振込先を確認できるもの 

      不妊治療：申請書、医療機関発行の領収書および証明書（町指定） 

           ※申請書は○湧 健康こども課に備えています。 

予防接種や検診、不妊治療の費用助成申請をお忘れなく 

○湧 健康こども課 健康相談Ｇ・子育て相談Ｇ ５－３７６５ 

令和４年１月２５日発行 No.296 
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町では、教育の機会均等と教育の振興を図るため、奨学金の貸付けを行っています。奨学金の

借入れを希望される方は次のとおり申請してください。なお、奨学金の返済が免除される制度や

返済額が助成される制度もあります。 

 

【奨学金】●年間授業料の８０％（限度額５０万円）以内の額を無利子で借りられます。 

●毎年２回（５月と１０月）に分けて銀行口座に振り込みます。 

●学校を卒業して１年間据置き後、最長１０年間での返済となります。 
 

【対象者】下記の①～④すべてに該当する方。 

①本町に住民登録をしている方のお子さん 

②令和４年度に高等学校、高等専門学校、短期大学、大学、専修学校に在学する方 

③身体健康、学業優秀、性行善良な方 

④学資の支弁が困難な方（保護者の所得制限があります） 
 

【決定方法】４月下旬の教育委員会会議で決定し、本人に通知します。 
 

【申請方法】借入れを希望される方は、下記①～⑧の書類を３月２８日（月）までに教育委員会教

育総務課に提出してください。 

①奨学金貸付申請書  ②奨学生推薦書（卒業した学校の推薦） 

③履歴書       ④合格通知書の写し  ⑤学業成績証明書 

⑥主に家計を支えている方の、令和３年分の源泉徴収票の写しまたは確定申告書の写し 

⑦主に家計を支えている方の、令和３年度分の町税の納税証明書または完納証明書 

⑧年間授業料明細書の写し 

※①、②、③の用紙は教育委員会および町ホームページ（https://www.town.yubetsu. 

lg.jp/administration/education/detail.html?content=348）に備えてあります。 

 

◆奨学金償還免除制度 

この奨学金を借りた方で下記の条件すべてに該当する方は、奨学金の返済が免除される制度が

あります。詳しくは、教育委員会教育総務課へお問い合わせください。 

●学校卒業後６年以内に町内に居住した方 

●町内の企業に就職した方、または家業に従事した方 

●町内での就業期間が１０年を超えた方 

 

◆奨学金返還支援制度 

 この奨学金以外のものを含め、奨学金の返済額が助成される制度があります。 

詳しくは、○上 企画財政課（℡２－５８６２）へお問い合わせください。 

  

湧別町奨学金をご利用ください 
教育委員会 教育総務課 教育管理 G ５－３１４３ 

令和４年１月２５日発行 No.296 
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 介護の経験はないけれども介護に関心がある方や、介護の仕事を考えている方などを対象に、 

「入門的研修（基礎講座＋入門講座）」を開催します。 

この研修は厚生労働省が定める研修で、日常で役立つ介護の知識や介護職として必要な基本的知

識・技術などを無料で学ぶことができます。将来の家族の介護や介護の仕事に向けた初めの一歩と

して、またはすでに介護の現場で働く方などの初任者研修の一環として、ぜひご活用ください。 

 

【日程・内容】※基礎講座を修了している方は、入門講座から受講することも可能です。 

月 日 時間 内容 

２月 ７日（月） 午前 ９時１５分 開講式 

午前 ９時３０分 ～ 午後 ０時４０分 基礎講座（介護に関する基礎知識など） 

午後 １時３０分 ～ 午後 ４時５０分 
入門講座（基本的な介護の方法（講義・演習）） 

２月 ８日（火） 午前 ９時００分 ～ 午後 ５時００分 

２月 ９日（水） 午前 ９時３０分 ～ 午後 ４時４０分 
入門講座（障がい・認知症の理解、安全確保） 

２月１０日（木） 午前 ９時１５分 ～ 午前１１時１５分 

午前１１時２５分 ～ 午後 ０時２５分 北海道福祉人材センターによる説明 

午後 ０時２５分 閉講式、修了証明書授与 

●新型コロナウイルス感染防止のため、ソーシャルディスタンス等に十分配慮し行います。 

●研修時間中はマスクを着用してください。 

●会場の換気を行いますので、温かい服装やひざ掛け等をご持参ください。 

●当日、３７．５℃以上の発熱がある方、または体調不良の方は受講を控えていただきます。 

●昼食休憩以外にも適宜休憩時間を設けます。 

●演習（実技）プログラムもありますので、動きやすい服装でご参加ください。 

●ハローワークで求職中の方は、雇用保険の失業認定に必要な求職活動の実績になります。 

●研修修了者は、介護職員初任者研修、生活援助従事者研修課程の一部が免除されます。 

 

【会 場】文化センターさざ波 中会議室（栄町） 

【対 象】介護に関心のある方 

     ※研修修了者には、修了証明書が交付され、介護の仕事を希望する方は、就職相談な 

ど就労サポートが受けられます。 

【受講料】無料（テキストも無料配付） 

【定 員】２０人（先着順） 

【申込先】電話：○湧 福祉課 ℡５－３７６１ 

     パソコン・スマートフォン：右記二次元コードまたは電子申請サービス 

（https://www.harp.lg.jp/ C7oYBaEO）に 

アクセスし、申し込んでください。 

【申込締切日】１月３１日（月） 

【主 催】湧別町・北海道（社会福祉法人 北海道社会福祉協議会） 

  

介護に関心がある方のための「入門的研修」を開催します 
○湧 福祉課 高齢介護Ｇ ５－３７６１ 

申込フォーム 

令和４年１月２５日発行 No.296 
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【募集住宅】 

団地名 

（場所） 
仕様 建設年度 面積 間取り 月額家賃 

共益費 

（月額） 
主な設備等 

募集 

戸数 

リラ団地 

（中湧別北町） 
世帯向 平成 26 年 79.5 ㎡ 3LDK 

23,700 円 

～  
54,600 円 

700 円 
ユニットバス 

灯油ボイラー 
1 戸 

錦町団地 

（錦町） 
世帯向 平成 9 年 63.91 ㎡ 2LDK 

16,100 円 

～  
36,900 円 

なし 
ユニットバス 

灯油ボイラー 
1 戸 

青葉団地 

（栄町） 

若 年 

単身向 
平成 8 年 45.48 ㎡ 1LDK 

18,000 円 

～  
21,600 円 

500 円 
ユニットバス 

電気温水器 
1 戸 

あさひ団地 

（栄町） 

若 年 

単身向 
平成 15 年 45.36 ㎡ 1LDK 

18,000 円 

～  
29,400 円 

なし 
ユニットバス 

灯油ボイラー 
1 戸 

 

【入居資格】●公営住宅法により定められた所得制限を超えない方（世帯構成等により控除が異

なりますので、詳しくはお問い合わせください。） 

●国税・地方税・町に支払うべき使用料等を滞納していない方 

●入居予定者が暴力団員でない方 

●入居に際しては連帯保証人２人が必要です。また、家賃の２カ月分相当額を敷金 

として納付いただきます。 

      ●若年単身者向の住宅は、入居決定時に３５歳未満の方 

【申込方法】○上 建設課、○湧 福祉課に備えている申込書に必要事項を記入のうえ、住民票・所得 

証明書・完納証明書など必要書類を添付してお申し込みください。 

※１戸の住宅に２件以上のお申し込みがあった場合は、入居者選考委員会より意  

見を聴取して町長が住宅困窮度を判定して入居順位を決定します。 

【そ の 他】今回募集する以外にも、随時募集中の住宅がありますので、詳しくはお問い合わせ 

ください。 

【申込期限】２月８日（火） 

【入居時期】２月下旬からの予定 

 

 
 

 

 

 

 

        

町営住宅等の入居者を募集します 
○上 建設課 管理Ｇ ２－５８６９ 

令和４年１月２５日発行 No.296 
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保護者が仕事などで昼間家庭にいない小学生を対象に、放課後児童クラブへの登録児童を募集

します。放課後児童クラブとは、放課後の遊びや生活の場を提供し健全な育成を図るために児童

センター内に開設しているクラブです。 

４月から新たに入会を希望される方、現在入会中で引き続き入会を希望する方は、次のとおり

お申し込みください。 

 

【対象児童】保護者が町内に住所を有している小学生 

 

【入会条件】●保護者が労働のため昼間不在である 

●保護者が病気などで療養中または産前産後である 

●家族の介護などで、保護者が昼間不在である 

●その他、町長が必要と認めた場合 

※ただし、「伝染病の疾患を有する児童」、「心身が虚弱で放課後児童クラブの育成 

指導に堪えないと認められる児童」は入会できない場合があります。 

 

【昼  食】保護者が就労している日に限り、お弁当を持参できます。 

※入会児童以外は、正午～午後１時の間は帰宅することとなります。 

 

【募集人数】湧別放課後児童クラブ （湧別児童センター内）     ：４０人 

上湧別放課後児童クラブ（中湧別なかよし児童センター内）：４０人 

※入会人数が定員を超える場合は、入会選考基準により審査します。 

 

【登録期間】４月１日～翌年３月３１日 

 

【申込締切日】２月２５日（金） ※締切日を過ぎると、４月１日から入会できないことがあります。 

 

【申込方法】入会申請書と児童状況調書（各児童センターおよび町ホームページ（https://www. 

town.yubetsu.lg.jp/administration/education/detail.html?content=743）に備え

ています）を児童センターに提出してください。 

また、申請書をいただくときに、面接を行います。 

 

【入会の決定】入会の決定は、申請書を審査したうえで後日通知します。 

 

【問い合わせ先】湧別児童センター      ℡５－２４３２ 

中湧別なかよし児童センター ℡２－２０４９ 

  

放課後児童クラブ登録児童を募集します 
○湧 健康こども課 児童支援Ｇ ５－３７６５ 

令和４年１月２５日発行 No.296 
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地震・津波や武力攻撃などの発生時に備え、町では情報伝達の一環として、登録制メール配信

サービス「サポートメール＠防災ゆうべつ」、湧別町防災ＬＩＮＥアカウント「＠yubetsu」のほ

か、緊急の災害情報などを放送するために町内に設置している「防災スピーカー」で、次の日時

で試験放送を実施します。お間違えのないようご注意ください。 

この情報伝達訓練は、総務省全国瞬時警報システム（Ｊアラート）を利用した全国一斉訓練の

ため、湧別町以外の地域でもさまざまな手段を用いて訓練が行われます。訓練当日は、町外にい

る方もご留意ください。 

なお、訓練当日の災害発生等により試験を中止する場合があります。 
 

【訓練日時】２月１６日（水） 午前１１時頃 

【伝達手段】●防災メール「サポートメール＠防災ゆうべつ」 

      ●防災ＬＩＮＥアカウント「＠yubetsu」 

●防災スピーカー 

【伝達内容】 

防災メール 「これは、Ｊアラートのテストです」 

防災スピーカー 

町内３３カ所に設置してある防災スピーカーから、一斉に、次のように放送されます。  

上りチャイム音 

↓ 

「これは、Ｊアラートのテストです」 

（３回繰り返します） 

↓ 

「これで試験放送を終わります」 

↓ 

下りチャイム音 
 

※Ｊアラートとは、地震・津波や武力攻撃などの緊急情報を、国から人工衛星などを通じて 

瞬時に市町村等へ伝達するシステムです。 

 

 

 

 

次の日程で移動献血車が町内を巡回します。皆さまのご協力をよろしくお願いいたします。 

【献血できない方】新型コロナウイルスワクチンを接種された方は、ワクチン接種後４８時間は 

献血できません。 

※血液センターでは、献血にご協力いただいた方々へ、後日郵送により７項目の生化学検査成績 

および８項目の血球計数検査成績をお知らせしています。ご自身の健康管理にお役立てください。  

月 日 実施場所 時間 

２月１４日（月） 

湧別町役場 湧別庁舎 前 午前１０時００分～１１時４０分 

湧別オホーツク園 前 午後 １時１０分～ １時４０分 

湧別町農業協同組合 本所 前  ２時１０分～ ３時００分 

湧別漁業協同組合 前  ３時３０分～ ４時１０分 

２月１６日（水）にＪアラート全国一斉情報伝達訓練を実施します 
○上 総務課 情報防災Ｇ ２－２１１２ 

献血にご協力をお願いします 
○湧 福祉課 福祉Ｇ ５－３７６１ 

令和４年１月２５日発行 No.296 
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町では、国が示した指針に基づき平成２８年度に「湧別町公共施設等総合管理計画」を策定し

ましたが、国から本計画の改訂の指針が示されたことから、指針に基づき本計画を改訂すること

となりました。つきましては、次のとおり皆さまからのご意見を募集します。 
 

【募集案件】湧別町公共施設等総合管理計画（改訂案） 

【対 象 者】①町内に住所を有する方 

      ②町内に事務所、事業所を有する個人、法人、その他の団体 

③町内に所在する事務所、事業所に勤務する方 

      ④町内に所在する学校に在学する方 

      ⑤対象案件に利害関係を有する方 

【資料の閲覧場所】○上 企画財政課、湧別庁舎（１階ロビー）、中湧別図書館、湧別図書館、町ホーム 

ページ（https://www.town.yubetsu.lg.jp/administration/town/news.html?news=538） 

【募集期間】２月２５日（金）まで 

【提出方法】指定様式に記入のうえ、持参、郵送、ファクス、電子メールのいずれかにより提出

してください。 

①郵  送：〒０９９－６５９２ 湧別町上湧別屯田市街地３１８番地 

湧別町役場 企画財政課 

②Ｆ Ａ Ｘ：２－２５１１ 

③メ ー ル：kikaku＠town.yubetsu.lg.jp 

④直接持参：○上 企画財政課 

【提出様式】資料の閲覧場所に「パブリックコメント手続意見提出用紙」を備えています。ま

た、町ホームページからダウンロードできます。 

【留意事項】①ご意見等を提出する際は、氏名、住所および連絡先を必ず記載してください。 

※提出された方の氏名、住所は公表しません。 

②提出されたご意見等は、計画案に反映できるかどうかを考慮したうえで、最終的 

な計画を決定します。 

③提出されたご意見等は個別の回答を行わず、類似の意見をまとめ、町の考え方を 

後日公表します。 

 
 

 

 

 

 令和３年度で指定管理期間が終了する次の施設の、令和４年度からの指定管理者が決定しましたので 

お知らせします。 

 これらの指定管理者は、公募など決められた手続きを行い町議会の議決を得て決定されたものです。 
 

【指定期間】令和４年４月１日～令和１１年３月３１日（７年間） 

施設の名称 指定管理者 

湧別町上湧別リバーサイドゴルフ場 湧別町上湧別屯田市街地 3015 番地の 5 

沢口産業株式会社 

代表取締役 吉田 昌子 
湧別町五鹿山スキー場 

「湧別町公共施設等総合管理計画（改訂案）」について 

パブリックコメント（意見募集）を実施します 
○上 企画財政課 財政 G ２－５８６２ 

公共施設の指定管理者が決定しました 

○上 企画財政課 財政Ｇ ２－５８６２ 
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町民の皆さまの健康維持増進のために、湧別総合体育館で教室や運動指導を行います。お気軽

にお越しください。 

 

◆共通事項 

【料  金】体育館の使用料（冬期：１日券１５０円）を窓口でお支払いください。シーズン 

券（冬期）をお持ちの方は不要です。 

【指 導 者】教育委員会社会教育課 運動指導職員 原 茉畝 

 

◆健康運動教室 

【日時・内容】 

月 日 時間 内容 

２月１２日（土） ①午前 1０時～１０時４０分 
 

②午後 ２時～ ２時４０分 

●ラジオ体操 

●ウォーキング（ウォーミングアップ） 

●コンディショニング ２６日（土） 

【場  所】湧別総合体育館 アリーナ（栄町） 

【対 象 者】１８歳以上の町民（高校生を除く） 

【持 ち 物】運動できる服装、運動靴、タオル、飲み物 

【定  員】①・②の時間帯ごとに１０人 ※先着順 

【申込方法】上記の実施日、希望時間帯（①または②）を、実施日前日までに教育委員会社会教 

育課（℡５－３１３２）までご連絡ください。 

【そ の 他】スポーツ安全保険等の保険は、各自で事前にご加入ください。 

 

◆運動指導 

【日時・内容】 

月 日 時間 内容 

２月 ４日（金） 午前９時～１１時 

運動指導職員が、 

●筋力運動 

●有酸素運動 

●運動相談  などを指導します。 

 

※運動指導の予約・受付は不要です 

８日（火） 
午後２時～ ４時 

１０日（木） 

 １６日（水） 
午前９時～１１時 

１８日（金） 

２４日（木） 午後２時～ ４時 

【場  所】湧別総合体育館 ２階トレーニング室（栄町） 

【対 象 者】高校生以上の町民 

  

２月の健康運動教室・運動指導のお知らせ 
教育委員会 社会教育課 社会教育Ｇ ５－３１３２ 
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バランス丼はどんぶり１つで主食・主菜・副菜の目安量が分かるすぐれものです。今月はフラ

イパンひとつで簡単にできる丼を作ります。 

 

【日  時】２月１７日（木） 午前１０時～午後１時頃 

【場  所】保健福祉センター 調理室（栄町） 

【内  容】①ミニ講話 

②調理実習「タラのカレーパン粉焼き丼」 

【対  象】町民の方（託児はありません） 

【人  数】８人 

【持 ち 物】マスク、エプロン、バンダナ、上靴、筆記用具、食材費（６００円ほど）、 

      チューリップカード（ない方は当日受付で配布します） 

【申込方法】２月１４日（月）までに○湧 健康こども課までお申し込みください。 

【そ の 他】託児はありません。 

 

 

 

 

 

北見年金事務所による年金相談が、次の日程により開催されますのでお知らせします。年金相 

談は、会場における混雑を緩和し、お客さまの相談時間を十分に確保するため、完全予約制です。 

相談予約は、電話にてお申し込みください。 

開設日 開設会場 開設時間 

２月１６日（水） 

紋別市民会館（紋別市潮見町１丁目） 

午後 １時～  ５時 

２月１７日（木） 午前 ９時～午後２時３０分 

３月１７日（木） 
遠軽町保健福祉総合センター・げんき 21 

（遠軽町 1 条通北 1 丁目） 
午前１０時～午後４時 

※４月の日程は未定です。 

 

【電話予約申込先】北見年金事務所お客様相談室 ℡０１５７－３３－６００７ 

（自動音声案内、番号１→２を押してください） 

※相談日の１カ月前から受け付けしています。 

※人数に制限がありますので、詳しくは北見年金事務所お客様相談室まで 

お問い合わせください。 

  

バランス丼料理教室を開催します 
○湧 健康こども課 健康相談 G ５－３７６５ 

北見年金事務所出張相談所を開設します 
○上 住民税務課 住民生活 G ２－５８６３ 

レシピ 

（町ホームページ） 
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歯科健診・フッ素塗布を行います。希望される方は、○湧 健康こども課までお申し込みください。 

 

【日程・会場】 

月 日 受付時間 会場 申込締切日 

２月１８日（金） 午後０時３０分～１時 保健福祉センター（栄町） ２月１０日（木） 

【対 象 者】おおむね 1 歳から就学前までのお子さん 

※上下の前歯が生えてきた頃がフッ素塗布の目安になります。 

【流  れ】①受付  ②染め出し（希望者のみ）  ③ブラッシングチェック 

④歯科健診  ⑤フッ素塗布（綿球法または歯ブラシ法を選べます。） 

※染め出しとは、歯垢（プラーク）を赤く染め、歯の色を区別しやすくするもので 

す。磨き残しがある場所を確かめられるため、歯磨きの癖を知ることができます。 

【料 金】無料 

【持 ち 物】●母子手帳  ●歯ブラシ ●問診票（申し込み後に郵送します） 

●エプロン（染め出しを希望する方のみ） 

【そ の 他】●事前に歯磨きをしてきてください。 

●新型コロナウイルス感染症対策のため換気を行いますので、暖かい服装でお越 

しください。 

 

 

 

 

 

子育て支援センターはクロスステッチ講座を開催します。毎日の家事や育児からちょっとだけ

開放されませんか？初めての方もそうでない方も、大歓迎です。ぜひご参加ください。 

 

【日  時】２月１７日（木）午前１０時～１１時３０分 

【場  所】上湧別コミュニティセンター １階第１会議室（上湧別屯田市街地） 

【対  象】町内に居住する就学前の乳幼児と保護者の方 

【人  数】５人程度 

【持 ち 物】換気などで寒いかもしれません。必要な方は防寒グッズをご用意ください。 

託児希望の方は、お子さんの着替えやオムツ・水分補給用飲料水、その他必要と 

思われるものをご持参ください。 

【申込締切日】２月１０日（木） 

【申 込 先】湧別子育て支援センター  ℡５－２４３２ FAX５－２２３７ 

電子メールでも受け付けています。保護者氏名・住所・連絡先・ 

お子さんの氏名と年齢を入力して送信してください。 

子育て支援センター電子メールアドレス suku.suku@town.yubetsu.lg.jp 

クロスステッチ講座を開催します 
○湧 健康こども課 子育て相談Ｇ ５－３７６５ 

メールアドレス 

歯科健診・フッ素塗布を行います 
○湧 健康こども課 子育て相談 G ５－３７６５ 
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子育て支援センターでは、親子が一緒に楽しく遊ぶ育児学級や、お母さんのための講座などさ 

まざまな活動を行っています。乳幼児とその保護者の方であれば、どなたでも利用できますので、 

ぜひ一度遊びに来てみてください。 
 

※日曜日・祝日は閉館 

※開 放 日：湧別子育て支援センターで、親子で一緒に遊んだり、絵本を読んだりして自由に過 

ごすことができます。 

※育児学級：月・火曜日は湧別子育て支援センターで、木・金曜日は上湧別コミュニティセン 

ターで行っています。就学前の乳幼児とその保護者および妊婦の方が対象です。登 

録制です。申込用紙に必要事項をご記入のうえ、直接またはファクスにてお申し込 

みください。湧別子育て支援センターでいつでも受け付けています。 

月 火 水 木 金 土 

 １ ２ ３ ４ ５ 

 

★育児学級げんき 

午前 10 時 00 分 

  ～11 時 30 分 

 

●開放日 

午後１時～５時 

 

 

 

 

●開放日 
午前９時～午後５時 

★育児学級ぴよぴよ 

午前 10 時 00 分 

  ～11 時 30 分 

 

●開放日 
午前 9 時～午後 5 時 

★育児学級げんき 

午前 10 時 00 分 

  ～11 時 30 分 

 

●開放日 
午前 9 時～午後 5 時 

 

 

 

 

●開放日 
午前 9 時～午後 5 時 

７ ８ ９ １０ １１ １２ 

★育児学級ぴよぴよ 

午前 10 時 00 分 

～11 時 30 分 

 

●開放日 

午後１時～５時 

★育児学級げんき 

午前 10 時 00 分 

  ～11 時 30 分 

 

●開放日 

午後１時～５時 

 

 

 

 

●開放日 
午前９時～午後５時 

★育児学級ぴよぴよ 

午前 10 時 00 分 

  ～11 時 30 分 

 

●開放日 
午前 9 時～午後 5 時 

閉館 

 

 

 

 

●開放日 
午前 9 時～午後 5 時 

１４ １５ １６ １７ １８ １９ 

●乳幼児相談湧別 

午前 10 時 00 分 

～11 時 30 分 

※育児学級はお休み 

 

 

 

●開放日 

午後１時～５時 

★育児学級げんき 

午前 10 時 00 分 

  ～11 時 30 分 

 

 

 

 

●開放日 

午後１時～５時 

●出張育児学級 

 芭露保育所 

午前 10 時 00 分 

～11 時 30 分 

 

 

 

●開放日 
午前９時～午後５時 

●クロスステッチ講座 

 上湧別ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 

午前 10 時 30 分 

  ～11 時 30 分 

 ※申し込み必要 

※育児学級はお休み 

 

●開放日 
午前 9 時～午後 5 時 

★育児学級げんき 

午前 10 時 00 分 

  ～11 時 30 分 

 

 

 

 

●開放日 
午前 9 時～午後 5 時 

 

 

 

 

 

 

 

●開放日 
午前 9 時～午後 5 時 

２１ ２２ ２３ ２４ ２５ ２６ 

★育児学級ぴよぴよ 

午前 10 時 00 分 

～11 時 30 分 

 

●開放日 

午後１時～５時 

★育児学級げんき 

午前 10 時 00 分 

  ～11 時 30 分 

 

●開放日 

午後１時～５時 

閉館 

★育児学級ぴよぴよ 

午前 10 時 00 分 

  ～11 時 30 分 

 

●開放日 
午前 9 時～午後 5 時 

★育児学級げんき 

午前 10 時 00 分 

  ～11 時 30 分 

 

●開放日 
午前 9 時～午後 5 時 

 

 

 

 

●開放日 
午前 9 時～午後 5 時 

２８      

★育児学級ぴよぴよ 

午前 10 時 00 分 

～11 時 30 分 

 

●開放日 

午後１時～５時 

●印は乳幼児とその保護者の方であればどなたでも利用できます。 

 ※利用できるのは町内在住の方のみですが、町内に実家があり、里帰り出産などで帰省されている方であれば 

お申し込みすることで利用できます。職員にお声がけください。 

 

★印は育児学級に登録している方が利用できます。 

子育て支援センター２月の予定表を掲載します 
○湧 健康こども課 子育て相談Ｇ ５－３７６５ 湧別子育て支援センター ５－２４３２ 
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受診にあたっては、事前に症状等を電話でご相談ください 

 

①かかりつけ医がいる方は、かかりつけ医にお電話を。 

②かかりつけ医がいない方は、 

「北海道新型コロナウイルス感染症健康相談センター」にお電話を。  

 

 

 

 

 

国より新型コロナワクチンの追加接種（３回目）の方向性が示されました。本町では国の指針

に従い接種を進めるよう準備を進めています。 

 

【接種対象者 】新型コロナワクチンの２回目の接種から原則８カ月を経過した１８歳以上の方 

        ※１８歳未満の方は、現段階では対象外です 
 

【使用するワクチン】●ファイザー社ワクチン   コミナティ筋注 

●武田／モデルナ社ワクチン スパイクバックス筋注 

ただし、国のワクチン供給スケジュールが決まっていないことから、どのワク 

チンをいつ使用するかは、現在未定です。 
 

【接種券の送付】接種券は右記の時期に送付します。 

ワクチン接種をする際は「接種券」 

を必ずご持参ください。町の接種会 

場以外で接種する場合も必要となり 

ますので、大切に保管してください。 
 

なお、本町に転入される以前に２回の接種を終えた方は、本町で接種記録が確 

認できないため３回目の接種券が送付できません。お手数ですが、接種後８カ 

月を経過しても接種券が届かない場合は、○湧 健康こども課までご連絡ください。 
 

【予約方法と接種時期】詳細が決まり次第、お知らせします。もうしばらくお待ちください。 

なお、町の案内より先に接種する方は、○湧 健康こども課までご連絡ください。 
 

【ワクチンの効果】ワクチン接種による予防効果は１００％ではありません。 

接種後もマスクの着用や手洗いなどを行いましょう。 
 

【ワクチンに関する情報】厚生労働省のホームページをご覧ください。 

        https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_00184.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２回目のワクチン 

接種完了月 

接種券の発送時期 

（予定） 

令和３年６月 令和４年１月～２月 

     ７月 ２月～３月 

     ８月 ３月～４月 

発熱やせきなどの風邪症状で医療機関の受診を考えている方へ 

０８００－501－507 （フリーダイヤル・24 時間） 

発熱、せき、のどの痛み、頭痛、寒気、倦怠感など、 

風邪の症状が見られるため医療機関を受診したい… 

新型コロナワクチンの追加接種（３回目）について 
○湧 健康こども課 健康相談Ｇ ５－３７６５ 

令和４年１月２５日発行 No.296 


